
１ 交通再編に向けた実施計画の策定

令和２年６月～令和３年１月 関連施策の具体化に向け検討、住民説明
令和３年２月頃 実施計画の策定、国へ認定申請
令和３年９月頃 実施計画の認定
令和３年１０月頃～ 段階的に交通再編を実施

今後の進め方(案) 資料６-１

２ 法改正の動き
① 地域公共交通利便増進実施計画に向けた対応
「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律

案」が成立した。現行の「地域公共交通網形成計画」に代わる「地域公共交通計画」を根拠とした、「地域公共交通利便増進事業」において、
「等間隔運行」「利用者が使いやすい運賃等」に関する記述が追加され、現在、前橋市が進めている都心幹線の形成等の方向性により合致する
ものと考えられる。

②独占禁止法の適用除外における共同経営の議論
乗合バス事業の独占禁止法の適用除外にかかる特例法が可決され、令和２年内に施行となる見通し。前橋市の目指す交通再編を実現するため

には、ダイヤ調整だけでなく、共同経営等による運転手や車両の再配置、利便性の高い運賃施策も重要な視点となるため、円滑な進め方に繋が
ることが期待される。

➢法改正に併せ、網形成計画修正を含め、実施計画の策定等に柔軟に対応する

３ 委託路線バスの見直し及び代替移動手段の導入検討
交通再編を進めていくにあたり、交通ネットワーク全体として収支の改善が求められている。バス路線網の効率的な見直しに併せ、自転車施

策やＡＩ配車システムを活用したデマンド交通などの代替移動手段の導入、また、マイタクの在り方も含め検討を進めていく。
また、バスを含めた複数の交通手段を円滑に乗り換えられるよう、乗換え環境の改善やＭａａＳ環境の構築を進め、利用者にとって利用しや

すい交通ネットワークを目指していく。



令和２年５月２９日 国土交通省「地域公共交通活性化再生法等の改正について」
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